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○
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

一

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告
示
第
七
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
（
第
三
十
八
条
の
十

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
七
条
第
一
項
第
五
号
（
第
三
十
八
条
の
十

六
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
十
七
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
の
十
八
第
二
項
に

六
第
二
項
、
第
三
十
八
条
の
十
七
第
二
項
及
び
第
三
十
八
条
の
十
八
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
条
第
一
項
第
七
号
へ
（
第
五

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
五
十
条
第
一
項
第
七
号
へ
（
第
五

十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
大
臣
が

十
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
厚
生
労
働
大
臣
が

定
め
る
性
能
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
性
能
を
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下

一

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
。
以
下

「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る
物
若

「
令
」
と
い
う
。
）
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る
物
若

し
く
は
同
号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
係
る
も
の
、
同

し
く
は
同
号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
係
る
も
の
、
同

表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４
か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

か
ら

表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４
か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

か
ら

11

13

18

11

13

18

ま
で
、

、

の
４
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

の
２
ま
で

ま
で
、

の
３
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

の
２
ま
で
若
し

19

19

22

23

25

27

31

19

25

27

28

30

31

、

若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学
物
質
障
害

く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

33

34

36

33

36

予
防
規
則
別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で

別
表
第
一
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
、
第
九
号

、
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
十
九

か
ら
第
十
一
号
ま
で
、
第
十
三
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
、
第
十
九
号
の
三
か

号
、
第
十
九
号
の
四
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
三
号
か
ら
第
二
十
五

ら
第
二
十
五
号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
二
十
八
号
ま
で
、
第
三
十
号
か

号
ま
で
、
第
二
十
七
号
か
ら
第
三
十
一
号
の
二
ま
で
、
第
三
十
三
号
若
し
く

ら
第
三
十
一
号
の
二
ま
で
若
し
く
は
第
三
十
三
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に

は
第
三
十
四
号
か
ら
第
三
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ

掲
げ
る
物
又
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
若
し
く
は
一
・
四
―
ジ

ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
若
し
く
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
を
重
量
の

ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
を
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は

そ
の
他
の
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
作
業
場
に
設
け
る
局

粉
じ
ん
が
発
散
す
る
作
業
場
に
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

所
排
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
令
別
表
第
三
第

フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
令
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ

一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る
物
、
同
表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４

る
物
、
同
表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４
か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

の
３
か
ら

ま
で
、

11

11

13

18

19

25

か
ら

ま
で
、

、

の
４
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

か
ら

ま
で
、

か
ら

の
２
ま
で
若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る

13

18

19

19

22

23

25

27

31

27

28

30

31

33

36

の
２
ま
で
、

若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
一
・
四
―
ジ
ク

物
又
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

33

34

36

ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
の
濃
度
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応

掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
を
超
え
な
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じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。

い
も
の
と
す
る
こ
と
。

物
の
種
類

値

物
の
種
類

値

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

ア
ク
リ
ル
ア
ミ
ド

○
・
三
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
（
ア
ル

水
銀
と
し
て
○
・
○
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

ア
ル
キ
ル
水
銀
化
合
物
（
ア
ル

○
・
○
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

キ
ル
基
が
メ
チ
ル
基
又
は
エ
チ

キ
ル
基
が
メ
チ
ル
基
又
は
エ
チ

ル
基
で
あ
る
物
に
限
る
。
）

ル
基
で
あ
る
物
に
限
る
。
）

（
略
）

（
略
）

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

カ
ド
ミ
ウ
ム
と
し
て
○
・
○
五
ミ
リ

カ
ド
ミ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

○
・
○
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

コ
ー
ル
タ
ー
ル

ベ
ン
ゼ
ン
可
溶
性
成
分
と
し
て
○
・

コ
ー
ル
タ
ー
ル

○
・
二
ミ
リ
グ
ラ
ム

二
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
略
）

（
略
）

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

（
略
）

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

（
略
）

三
・

―
ジ
ク
ロ
ロ
―
四
・

○
・
○
○
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
新
設
）

三'

四'

―
ジ
ア
ミ
ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ

ン一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ

（
略
）

一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ

（
略
）

テ
ン

テ
ン

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ

○
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
新
設
）

ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別

名
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
）

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ

（
略
）

一
・
一
―
ジ
メ
チ
ル
ヒ
ド
ラ
ジ

（
略
）

ン

ン

（
略
）

（
略
）

弗
化
水
素

（
略
）

弗
化
水
素

（
略
）

ふ
つ

ふ
つ

ベ
ー
タ
―
プ
ロ
ピ
オ
ラ
ク
ト
ン

○
・
五
立
法
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

（
新
設
）
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ベ
ン
ゼ
ン

（
略
）

ベ
ン
ゼ
ン

（
略
）

（
略
）

（
略
）

ペ
ン
タ
ク
ロ
ル
フ
エ
ノ
ー
ル
（

ペ
ン
タ
ク
ロ
ル
フ
エ
ノ
ー
ル
と
し
て

ペ
ン
タ
ク
ロ
ル
フ
エ
ノ
ー
ル
（

○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
名
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
ナ
ト

○
・
五
ミ
リ
グ
ラ
ム

別
名
Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
ナ
ト

リ
ウ
ム
塩

リ
ウ
ム
塩

（
略
）

（
略
）

二

令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２
、
４
若
し
く
は
５
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
同

二

令
別
表
第
三
第
一
号
１
、
２
、
４
若
し
く
は
５
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
同

号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
１
、
２
、
４
若
し
く
は
５
に
係
る
も
の
、
同
表
第

号
８
に
掲
げ
る
物
で
同
号
１
、
２
、
４
若
し
く
は
５
に
係
る
も
の
、
同
表
第

二
号
３
の
２
、
８
、

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
特
定
化
学

二
号
３
の
２
、
８
、

、

、

、

若
し
く
は

に
掲
げ
る
物
若
し
く
は

12

26

32

12

19

26

29

32

物
質
障
害
予
防
規
則
別
表
第
一
第
三
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
二
号
、
第
二

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
別
表
第
一
第
三
号
の
二
、
第
八
号
、
第
十
二

十
六
号
若
し
く
は
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
物
又
は
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
若

号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
九
号
若
し
く
は
第
三
十
二
号
に
掲

し
く
は
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
を
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す

げ
る
物
又
は
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
若
し
く
は
一
・
三
―
ブ
タ
ジ
エ
ン
を
重

る
製
剤
そ
の
他
の
物
若
し
く
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
若
し
く
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を

量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
若
し
く
は
硫
酸

重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
ガ
ス
、
蒸

ジ
エ
チ
ル
若
し
く
は
硫
酸
ジ
エ
チ
ル
を
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含

気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
作
業
場
に
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は

有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
ガ
ス
、
蒸
気
又
は
粉
じ
ん
が
発
散
す
る
作
業
場

、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
状
態
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

に
設
け
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
つ
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
状

定
め
る
制
御
風
速
を
出
し
得
る
こ
と
。

態
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
制
御
風
速
を
出
し
得
る
こ
と

。

（
略
）

（
略
）
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二

作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

第
九
条

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
、
第
二
号
の
二
又

第
九
条

電
離
放
射
線
障
害
防
止
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲

は
第
三
号
に
掲
げ
る
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測

げ
る
作
業
場
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
の
方

定
は
、
次
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
）

（
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
気
中
の
次
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
の
測
定

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
気
中
の
次
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
の
測
定

は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す

は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す

る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
空
気
中
の

る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
空
気
中
の

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
を
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
を
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

当
該
物
以
外
の
物
が
測
定
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ

当
該
物
以
外
の
物
が
測
定
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

の
限
り
で
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

（
新
設
）

六

（
略
）

五

（
略
）

七

四
塩
化
炭
素

（
新
設
）

八

ス
チ
レ
ン

（
新
設
）

九

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

（
新
設
）

十

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

（
新
設
）

十
一
～
十
四

（
略
）

六
～
九

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
物
又
は
令
別
表
第

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
物
に
つ
い
て
、
特

三
第
二
号
３
の
３
、

の
３
、

の
４
、

の
２
、

の
３
、

の
３
若
し

定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則(

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
第
十

18

18

19

19

22

く
は

の
２
（
前
項
第
五
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
の

三
条
に
お
い
て
「
特
化
則
」
と
い
う
。)

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

33
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い
ず
れ
か
を
主
成
分
と
す
る
混
合
物
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
取
り
扱
わ
れ

よ
る
測
定
結
果
の
評
価
が
二
年
以
上
行
わ
れ
、
そ
の
間
、
当
該
評
価
の
結

る
場
合
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則(

昭
和
四

果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
単
位
作
業
場
所
に
つ

十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
。
第
十
三
条
に
お
い
て
「
特
化
則
」
と
い

い
て
は
、
当
該
単
位
作
業
場
所
に
係
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働

う
。)
第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
結
果
の
評
価
が
二
年

基
準
監
督
署
長(

以
下
「
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。)

の
許
可
を

以
上
行
わ
れ
、
そ
の
間
、
当
該
評
価
の
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ

受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定
化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
は
、
検
知
管
方
式

る
こ
と
が
継
続
し
た
単
位
作
業
場
所
に
つ
い
て
は
、
当
該
単
位
作
業
場
所
に

に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用

係
る
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
労
働
基
準
監
督
署
長(

以
下
「
所
轄
労

い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
作
業

働
基
準
監
督
署
長
」
と
い
う
。)

の
許
可
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
特
定

場
所
に
お
け
る
一
以
上
の
測
定
点
に
お
い
て
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
を
同
時

化
学
物
質
の
濃
度
の
測
定
は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と

に
行
う
も
の
と
す
る
。

同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
作
業
場
所
に
お
け
る
一
以
上
の
測
定

点
に
お
い
て
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
を
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

４
～
８

（
略
）

４
～
８

（
略
）

（
有
機
溶
剤
等
の
濃
度
の
測
定
）

（
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
）

第
十
三
条

令
第
二
十
一
条
第
十
号
の
屋
内
作
業
場
（
同
条
第
七
号
の
作
業
場

第
十
三
条

令
第
二
十
一
条
第
十
号
の
屋
内
作
業
場(

同
条
第
七
号
の
作
業
場

（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
の
作
業
場
に
限
る
。
）
を
含
む
。
）
に
お
け
る

(

特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
の
作
業
場
に
限
る
。)

を
含
む
。)

に
お
け
る
空
気

空
気
中
の
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機

中
の
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤

溶
剤
（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
溶
剤
中
毒
予
防

の
濃
度
の
測
定
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ

規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
試
料
採
取
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性

有
機
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
う
場

能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及
び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分
析
方
法
又
は
こ

合
に
あ
つ
て
は
、
特
化
則
第
二
条
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
特
別
有
機
溶
剤

れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
別
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
）
の

濃
度
の
測
定
は
、
別
表
第
二
（
特
別
有
機
溶
剤
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
）

の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る

試
料
採
取
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
試
料
採
取
方
法
及

び
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
分
析
方
法
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す

る
分
析
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
気
中
の
次
に
掲
げ
る
物
（
特
化
則
第
三

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
空
気
中
の
次
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
の
測
定

十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ

は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
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る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
七
号
か

る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
空
気
中
の

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
含
む
。
）
の
濃
度
の
測
定
は
、
検
知
管
方
式

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
物
の
濃
度
を
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、

に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用

当
該
物
以
外
の
物
が
測
定
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ

い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
空
気
中
の
次
の
各
号
の
い
ず

の
限
り
で
な
い
。

れ
か
に
掲
げ
る
物
（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則

第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
測
定
を
行
う
場
合
に
あ
つ
て
は
、
第
十

条
第
二
項
第
五
号
又
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
の
い
ず
れ
か

を
含
む
。
）
の
濃
度
を
測
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
物
以
外
の
物
が
測

定
値
に
影
響
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

（
削
る
）

八

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

八
～
十
一

（
略
）

九
～
十
二

（
略
）

（
削
る
）

十
三

四
塩
化
炭
素

十
二
～
十
四

（
略
）

十
四
～
十
六

（
略
）

（
削
る
）

十
七

ス
チ
レ
ン

（
削
る
）

十
八

テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

十
五

（
略
）

十
九

（
略
）

（
削
る
）

二
十

ト
リ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン

十
六
～
十
九

（
略
）

二
十
一
～
二
十
四

（
略
）

３

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十

３

前
二
項
の
規
定
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

七
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
（
特
別
有
機
溶
剤
（
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
３
、

に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
第
一
項
の
規
定
）
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
別
表
第
六
の

の
３
、

の
４
、

の
２
、

の
３
、

の
３
又
は

の
２
に
掲
げ
る
物

二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
（
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第

18

18

19

19

22

33

に
あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
又
は
第
十
条
第
二
項
第
五
号
若
し
く
は
第
七
号
か

十
号
ま
で
、
第
十
七
号
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
四

ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
主
成
分
と
す
る
混
合
物
と
し
て
製
造
さ
れ
、

号
、
第
二
十
六
号
、
第
二
十
七
号
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十

又
は
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
含

四
号
、
第
三
十
九
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
四
十
五
号
ま
で
及

み
、
令
別
表
第
六
の
二
第
二
号
、
第
六
号
か
ら
第
十
号
ま
で
、
第
十
七
号
、

び
第
四
十
七
号
に
掲
げ
る
物
に
あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
物
を
主
成

第
二
十
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
、
第
二
十
四
号
、
第
三
十
四
号
、
第
三
十

分
と
す
る
混
合
物
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
限
り
、

九
号
、
第
四
十
号
、
第
四
十
二
号
、
第
四
十
四
号
、
第
四
十
五
号
及
び
第
四

エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
（
前
項
各
号
に
掲
げ

十
七
号
に
掲
げ
る
物
に
あ
つ
て
は
、
前
項
各
号
又
は
第
十
条
第
二
項
第
五
号

る
物
を
主
成
分
と
す
る
混
合
物
と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
取
り
扱
わ
れ
る
場

若
し
く
は
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
物
を
主
成
分
と
す
る
混
合
物

合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下
「
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
有
機
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と
し
て
製
造
さ
れ
、
又
は
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
を
含
む
。
以
下

溶
剤
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
八

こ
の
条
に
お
い
て
「
有
機
溶
剤
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
有
機
則
第
二
十
八

条
の
二
第
一
項
（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

条
の
二
第
一
項
（
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
結
果
の
評
価
が
二
年
以
上
行
わ
れ
、
そ
の
間
、

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
測
定
結
果
の
評
価
が
二
年
以
上
行
わ
れ
、
そ
の
間
、

当
該
評
価
の
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
単
位

当
該
評
価
の
結
果
、
第
一
管
理
区
分
に
区
分
さ
れ
る
こ
と
が
継
続
し
た
単
位

作
業
場
所
に
つ
い
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
た
場
合

作
業
場
所
に
つ
い
て
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
の
許
可
を
受
け
た
場
合

に
は
、
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―

に
は
、
当
該
有
機
溶
剤
の
濃
度
の
測
定
（
特
別
有
機
溶
剤
に
あ
つ
て
は
、
特

ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
に
あ
つ
て
は
、
特
化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準

化
則
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の

用
す
る
有
機
溶
剤
中
毒
予
防
規
則
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
行

規
定
に
基
づ
き
行
う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器

う
も
の
に
限
る
。
）
は
、
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
又
は
こ
れ
と
同
等

又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る

以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
作
業
場
所
に
お
け
る
一

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
単
位
作
業
場
所
に
お
け
る
一
以
上
の
測
定
点
に

以
上
の
測
定
点
に
お
い
て
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
（
特
別
有
機
溶
剤
に
あ
つ

お
い
て
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―
ジ
ク
ロ

て
は
、
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
）
を
同
時
に
行
う
も
の
と
す
る
。

ロ
プ
ロ
パ
ン
に
あ
つ
て
は
、
第
十
条
第
一
項
に
掲
げ
る
方
法
）
を
同
時
に
行

う
も
の
と
す
る
。

４

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
三
項
に
規
定
す

４

第
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
規
定
は
、
前
三
項
に
規
定
す

る
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号

る
測
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号

、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
中
「
土
石
、
岩
石
、
鉱
物
、
金
属
又
は
炭

、
第
一
号
の
二
及
び
第
二
号
の
二
中
「
土
石
、
岩
石
、
鉱
物
、
金
属
又
は
炭

素
の
粉
じ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号

素
の
粉
じ
ん
」
と
あ
る
の
は
「
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号

ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
特
別
有
機
溶
剤
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
三

ま
で
に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
エ
チ
ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ

号
た
だ
し
書
中
「
相
対
濃
度
指
示
方
法
」
と
あ
る
の
は
「
直
接
捕
集
方
法
又

ロ
パ
ン
を
含
む
。
）
」
と
、
同
項
第
三
号
た
だ
し
書
中
「
相
対
濃
度
指
示
方

は
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
若
し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有

法
」
と
あ
る
の
は
「
直
接
捕
集
方
法
又
は
検
知
管
方
式
に
よ
る
測
定
機
器
若

す
る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

し
く
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
性
能
を
有
す
る
測
定
機
器
を
用
い
る
方
法
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

５

（
略
）

５

（
略
）

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
条
関
係
）

物

の

種

類

試
料
採
取
方
法

分

析

方

法

物

の

種

類

試
料
採
取
方
法

分

析

方

法

（
略
）

（
略
）

ク
ロ
ム
酸
及
び
そ
の
塩

（
略
）

ク
ロ
ム
酸
及
び
そ
の
塩

（
略
）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）
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体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル

（
略
）

ク
ロ
ロ
メ
チ
ル
メ
チ
ル

（
略
）

エ
ー
テ
ル

エ
ー
テ
ル

（
略
）

（
略
）

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

（
略
）

シ
ア
ン
化
ナ
ト
リ
ウ
ム

（
略
）

四
塩
化
炭
素

液
体
捕
集
方
法
又
は

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
吸

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
ガ

ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
分
析
方
法

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

（
新
設
）

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

タ
ン
（
別
名
二
塩
化
エ

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

チ
レ
ン
）

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

三
・
三
’
―
ジ
ク
ロ
ロ

（
略
）

三
・
三
’
―
ジ
ク
ロ
ロ

（
略
）

―
四
・
四
’
―
ジ
ア
ミ

―
四
・
四
’
―
ジ
ア
ミ
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ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン

ノ
ジ
フ
ェ
ニ
ル
メ
タ
ン

（
略
）

（
略
）

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ

固
体
捕
集
方
法

（
略
）

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ

固
体
捕
集
方
法
又
は

（
略
）

ロ
パ
ン

ロ
パ
ン

直
接
捕
集
方
法

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

（
新
設
）

名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―

固
体
捕
集
方
法

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

（
新
設
）

ジ
ク
ロ
ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス

フ
分
析
方
法

フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ

Ｖ
Ｐ
）

（
略
）

（
略
）

水
銀
及
び
そ
の
無
機
化

（
略
）

水
銀
及
び
そ
の
無
機
化

（
略
）

合
物
（
硫
化
水
銀
を
除

合
物
（
硫
化
水
銀
を
除

く
。
）

く
。
）

ス
チ
レ
ン

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

一
・
一
・
二
・
二
―
テ

液
体
捕
集
方
法
又
は

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
吸

別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

光
光
度
分
析
方
法

ン
）

二

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
ガ

ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
分
析
方
法

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

（
新
設
）
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ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

エ
チ
レ
ン
）

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア

（
略
）

ト
リ
レ
ン
ジ
イ
ソ
シ
ア

（
略
）

ネ
ー
ト

ネ
ー
ト

（
略
）

（
略
）

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化

（
略
）

マ
ン
ガ
ン
及
び
そ
の
化

（
略
）

合
物

（
塩
基
性
酸
化

合
物

（
塩
基
性
酸
化

マ
ン
ガ
ン
を
除
く
。
）

マ
ン
ガ
ン
を
除
く
。
）

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

（
新
設
）

ト
ン

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

沃
化
メ
チ
ル

（
略
）

沃
化
メ
チ
ル

（
略
）

よ
う

よ
う

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
十
三
条
関
係
）

物

の

種

類

試
料
採
取
方
法

分

析

方

法

物

の

種

類

試
料
採
取
方
法

分

析

方

法
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（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

四
塩
化
炭
素

液
体
捕
集
方
法
又
は

一

液
体
捕
集
方
法

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
吸

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
ガ

ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
分
析
方
法

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

（
削
る
）

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ル
エ

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

タ
ン
（
別
名
二
塩
化
エ

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

チ
レ
ン
）

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
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ラ
フ
分
析
方
法

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

ジ
ク
ロ
ル
メ
タ
ン
（
別

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

名
二
塩
化
メ
チ
レ
ン
）

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ

（
略
）

Ｎ
・
Ｎ
―
ジ
メ
チ
ル
ホ

（
略
）

ル
ム
ア
ミ
ド

ル
ム
ア
ミ
ド

（
削
る
）

ス
チ
レ
ン

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

（
削
る
）

一
・
一
・
二
・
二
―
テ

液
体
捕
集
方
法
又
は

一

液
体
捕
集
方
法

ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン
（

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
吸

別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

光
光
度
分
析
方
法

ン
）

二

固
体
捕
集
方
法

に
あ
つ
て
は
、
ガ

ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

フ
分
析
方
法

（
削
る
）

テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ

固
体
捕
集
方
法
又
は

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ

ン
（
別
名
パ
ー
ク
ロ
ル

直
接
捕
集
方
法

フ
分
析
方
法

エ
チ
レ
ン
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

ト
リ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方
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法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ

液
体
捕
集
方
法
、
固

一

液
体
捕
集
方
法

ト
ン

体
捕
集
方
法
又
は
直

に
あ
つ
て
は
、
吸

接
捕
集
方
法

光
光
度
分
析
方
法

二

固
体
捕
集
方
法

又
は
直
接
捕
集
方

法
に
あ
つ
て
は
、

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ

ラ
フ
分
析
方
法

（
略
）

（
略
）
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三

作
業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
測
定
結
果
の
評
価
）

（
測
定
結
果
の
評
価
）

第
二
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で

４

労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
別
表
第
六
の
二
第
一
号
か
ら
第
四
十
七
号
ま
で

に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

に
掲
げ
る
有
機
溶
剤
（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
溶
剤
中

働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
三
十
六
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
有
機
溶
剤
中

毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
八
条
の
二

毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
六
号
）
第
二
十
八
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
に
あ
っ
て
は
、
特
定

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
作
業
環
境
測
定
の
結
果
の
評
価
に
あ
つ
て
は
、
エ
チ

化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
二
条
第
一
項
第
三
号
の
二
に
規
定
す
る
特
別
有

ル
ベ
ン
ゼ
ン
及
び
一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に

機
溶
剤
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
種
類
以
上
含
有
す

お
い
て
同
じ
。
）
を
二
種
類
以
上
含
有
す
る
混
合
物
に
係
る
単
位
作
業
場
所

る
混
合
物
に
係
る
単
位
作
業
場
所
に
あ
っ
て
は
、
測
定
点
ご
と
に
、
次
の
式

に
あ
っ
て
は
、
測
定
点
ご
と
に
、
次
の
式
に
よ
り
計
算
し
て
得
た
換
算
値
を

に
よ
り
計
算
し
て
得
た
換
算
値
を
当
該
測
定
点
に
お
け
る
測
定
値
と
み
な
し

当
該
測
定
点
に
お
け
る
測
定
値
と
み
な
し
て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
も
の

て
、
第
一
項
の
区
分
を
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
濃

と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
管
理
濃
度
に
相
当
す
る
値
は
、
一
と
す
る

度
に
相
当
す
る
値
は
、
一
と
す
る
も
の
と
す
る
。

も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

物

の

種

類

管

理

濃

度

物

の

種

類

管

理

濃

度

一
～
十
一

（
略
）

一
～
十
一

（
略
）

十
一
の
二

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

三

（
新
設
）

ppm

十
二
～
十
六
（
略
）

十
二
～
十
六
（
略
）

十
六
の
二

四
塩
化
炭
素

五

（
新
設
）

ppm

十
六
の
三

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
○

（
新
設
）

ppm

十
六
の
四

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
エ
タ
ン
（

一
○

（
新
設
）

ppm

別
名
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）

十
七

（
略
）

十
七

（
略
）
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十
七
の
二

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一

十
七
の
二

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ロ
プ
ロ
パ
ン

一
〇

ppm

ppm

十
七
の
三

ジ
ク
ロ
ロ
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩

五
○

（
新
設
）

ppm

化
メ
チ
レ
ン
）

十
七
の
四

ジ
メ
チ
ル
―
二
・
二
―
ジ
ク
ロ

〇
・
一
㎎
／
㎥

（
新
設
）

ロ
ビ
ニ
ル
ホ
ス
フ
ェ
イ
ト
（
別
名
Ｄ
Ｄ
Ｖ

Ｐ
）

十
七
の
五
～
二
十

（
略
）

十
七
の
三
～
二
十

（
略
）

二
十
の
二

ス
チ
レ
ン

二
○

（
新
設
）

ppm

二
十
の
三

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク

一

（
新
設
）

ppm

ロ
ロ
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

ン
）

二
十
の
四

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン
（
別

五
〇

（
新
設
）

ppm

名
パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

二
十
の
五

ト
リ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

一
○

（
新
設
）

ppm

二
十
一
～
三
十

（
略
）

二
十
一
～
三
十

（
略
）

三
十
の
二

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

二
○

（
新
設
）

ppm

三
十
一
～
四
十
七

（
略
）

三
十
一
～
四
十
七

（
略
）

（
削
る
）

四
十
八

ク
ロ
ロ
ホ
ル
ム

三
ppm

四
十
八
～
五
十
五

（
略
）

四
十
九
～
五
十
六

（
略
）

（
削
る
）

五
十
七

四
塩
化
炭
素

五
ppm

五
十
六
・
五
十
七

（
略
）

五
十
八
・
五
十
九

（
略
）

（
削
る
）

六
十

一
・
四
―
ジ
オ
キ
サ
ン

一
〇
ppm

（
削
る
）

六
十
一

一
・
二
―
ジ
ク
ロ
ル
エ
タ
ン
（
別

一
〇
ppm

名
二
塩
化
エ
チ
レ
ン
）

五
十
八

（
略
）

六
十
二

（
略
）

（
削
る
）

六
十
三

ジ
ク
ロ
ル
メ
タ
ン
（
別
名
二
塩
化

五
〇
ppm

メ
チ
レ
ン
）

五
十
九

（
略
）

六
十
四

（
略
）

（
削
る
）

六
十
五

ス
チ
レ
ン

二
〇
ppm

（
削
る
）

六
十
六

一
・
一
・
二
・
二
―
テ
ト
ラ
ク
ロ

一
ppm
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ル
エ
タ
ン
（
別
名
四
塩
化
ア
セ
チ
レ

ン
）

（
削
る
）

六
十
七

テ
ト
ラ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
（
別
名

五
〇
ppm

パ
ー
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン
）

六
十
・
六
十
一

（
略
）

六
十
八
・
六
十
九

（
略
）

（
削
る
）

七
十

ト
リ
ク
ロ
ル
エ
チ
レ
ン

一
〇
ppm

六
十
二
～
六
十
七

（
略
）

七
十
一
～
七
十
六

（
略
）

（
削
る
）

七
十
七

メ
チ
ル
イ
ソ
ブ
チ
ル
ケ
ト
ン

二
〇
ppm

六
十
八
～
七
十
一

（
略
）

七
十
八
～
八
十
一
（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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四

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
第
八
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
（
平
成
十
五
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
百
七
十
八
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第

一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
化
則
第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設

一

特
化
則
第
三
条
、
第
四
条
第
三
項
又
は
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
設

け
る
局
所
排
気
装
置
（
同
令
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
局
所
排
気
装
置
を

け
る
局
所
排
気
装
置
（
同
令
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
局
所
排
気
装
置
を

含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

含
む
。
）
に
あ
っ
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
こ
と
。

イ

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定

イ

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
性
能
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告
示
第
七
十
五
号
。
以
下
「
性
能
告

め
る
性
能
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告
示
第
七
十
五
号
。
以
下
「
性
能
告

示
」
と
い
う
。
）
第
一
号
に
規
定
す
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ

示
」
と
い
う
。
）
第
一
号
に
規
定
す
る
局
所
排
気
装
置
に
あ
っ
て
は
、
そ

の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

の
フ
ー
ド
の
外
側
に
お
け
る
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年

政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る

政
令
第
三
百
十
八
号
）
別
表
第
三
第
一
号
３
、
６
若
し
く
は
７
に
掲
げ
る

物
、
同
表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４
か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

物
、
同
表
第
二
号
１
か
ら
３
ま
で
、
４
か
ら
７
ま
で
、
９
か
ら

ま
で
、

11

11

か
ら

ま
で
、

、

の
４
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

か
ら

ま
で
、

の
３
か
ら

ま
で
、

か
ら

ま
で
、

か
ら

の

13

18

19

19

22

23

25

27

13

18

19

25

27

28

30

31

の
２
ま
で
、

若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
一
・
四
―

２
ま
で
若
し
く
は

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
物
又
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ

31

33

34

36

33

36

ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
若
し
く
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン

―
二
―
ブ
テ
ン
若
し
く
は
一
・
四
―
ジ
ク
ロ
ロ
―
二
―
ブ
テ
ン
を
重
量
の

を
重
量
の
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
濃
度

一
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
て
含
有
す
る
製
剤
そ
の
他
の
物
の
濃
度
が
、
性
能

が
、
性
能
告
示
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ

告
示
第
一
号
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
物
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
値
を
常
態
と
し
て
超
え
な
い
よ
う
に
稼
働
さ

の
下
欄
に
定
め
る
値
を
常
態
と
し
て
超
え
な
い
よ
う
に
稼
働
さ
せ
る
こ

せ
る
こ
と
。

と
。

ロ

（
略
）

ロ

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）


